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はじめに 

 

小田原市では、平成２３年度から新総合計画「おだわらＴＲＹプラン」の下、まちづく

りに取り組んでいますが、この計画の先導的施策の一つとして「文化力を高める」という

方針を掲げています。文化が新しいまちづくりに欠くことのできない重要な要素であり、

その貢献度や波及効果が大きいものと強い期待を寄せて、文化振興を未来への投資と位置

づけているのです。 

東日本大震災では、日本人の秩序正しさや相互扶助の精神に、世界各国から称賛が寄せ

られました。これこそが日本が受け継いできた文化の一端であることが、図らずも示され

たのです。また、震災後打ちひしがれていた人が、音楽や絵画などの芸術文化に触れ、勇

気や活力を取り戻したという話も多く見聞されました。大震災以降、社会の価値観は一変

し、多くの人が、形だけの繁栄や物質による豊かさだけでは、決して満たされないことに

気づき、何よりも絆、心の結びつきを切望するようになりました。文化とは、人が人と関

わる中で生まれるものであり、多くの人を結びつける共通の言語でもあります。 

現在、小田原市では、昭和３７年に建てられた市民会館に代わる市民ホールの整備を進

めています。この計画づくりの過程では、新しいホールが完成したときに、そこを充たし

て余りある文化を、市民の力を核として創り上げていくことが議論されました。どのよう

な文化を、どうやって推進していくか、私たちは、その航海図を必要としています。 

「私たち」とは、小田原市民、行政職員だけではなく、小田原の文化振興に関わろうと

するすべての人であり、この文化振興ビジョンは、私たちの文化についての方針を定める

ものです。「小田原北条家の侍は、仁義をもっぱらとし、礼儀作法正しく、其様厳重ありて

形義を乱さず、」。これは「北条五代記」に記されている言葉ですが、私たちは群雄割拠す

る戦国の世にあって、誇り高く、まっすぐな心で暮らしていた先人たちの文化を受け継ぐ

まちに暮らしています。今の私たちは、過去の「私たち」から未来の「私たち」に向けて、

小田原というまちの文化を受け継ぎ、伝え、学び、感動し、創造するために、このビジョ

ンを制定します。これは、未来の私たちに向けてのメッセージでもあります。 

 

平成 24 年○月○日 

小田原市長 加 藤 憲 一 
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第１章 文化振興ビジョン策定にあたって 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．文化とは何か～私たちのアイデンティティ 

文化という言葉は、極めて広範な概念を含んでいます。真っ先に思い浮かべる

のは、音楽や舞台、書画などに代表される芸術文化でしょう。平成１３年に定め

られた文化芸術振興基本法では、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他を

芸術として例示し、次いで映画、漫画、アニメーション及びコンピュータなどに

よるメディア芸術、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎などの伝統芸能、講談、落語、浪

曲、漫談、漫才、歌唱などの芸能、茶道、華道、書道などの生活文化、囲碁、将

棋などの国民娯楽を振興する対象として列記しています。しかし、文化とは、こ

れらの表現手段やルールを持つものだけでは捉えきれない、人間の社会が作りだ

した営みのすべてに関わってきます。 

例えば、歴史文化や伝統文化、地域文化、国語文化、食文化など、私たちを取

り巻く環境の中に溶け込んでいる文化もあります。また、サブカルチャーやポッ

プカルチャーなど、あえてカタカナで表現することで、その概念を伝えようとす

る文化もあります。人が人として生きる上で、文化という基盤は必要不可欠です。

意識するかどうかに関わらず、人は文化の上に生きています。私たちの暮らしぶ

り、生活はすべて文化と言っても過言ではありません。 

そして「異文化」という言葉があるように、こうした文化は、ある特定の社会

集団の構成員によって習得され、共有され、伝達されてきた行動様式、あるいは

生活様式で、その集団を象徴するものでもあります。私たちが他の誰でもなく「私

たち」であるというアイデンティティは、文化によって強められます。目に見え

ない「心」を形にしているのが文化ともいえるでしょう。小田原の文化の価値が

高まれば、私たちはより深く小田原のまちの一員であることを自覚し、小田原で

暮らし、小田原で活動することに誇りを持ち、自治の主役であるという認識が深

まります。 
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２．文化振興の意義～人とまちを輝かせ、未来への希望をつなぐ 

文化振興とは、社会における文化の価値を高めることで、生きていく術を得る

こと、生きる充足感を得ることでもあり、また、社会の成員をつなぎ、社会生活

をより良いものにしようとすることです。さらに、文化がもたらす果実が、まち

に好影響を与えるような環境整備を行うことでもあります。すなわち、「人とまち」

を輝かせ、未来への希望をつないでいくことが、文化振興の目的であるといえま

す。 

では、文化は、どのように人とまちにはたらきかけ、その果実をもたらすので

しょうか。また、文化振興を進める上で、忘れてはいけない視点は、どのような

ことでしょうか。 

 

（１）人へのはたらきかけ～自立した市民によるコミュニティの再生 

 

ア 感動との出会い 

文化の中でもとりわけ芸術においては、それに接する人に直接的に感動や生

きる喜びを与えてくれます。優れた芸術に接することによって、非日常性の瞬

間を味わい、時代や空間を超えた心の高まりを覚え、心の中に明日を生きる活

力が湧いてきます。さらにそれを多くの人と共有することで、強い共感の経験

を生み出します。 

また、芸術は、時に既成概念を破壊するものでもあります。世界の多様な在

り方に接し、今まで気付かなかった世界の見方を知ることでもあります。芸術

によって、隣人との価値観の違いに気づくこともあります。 

一方、古来、生活の中で、様々な文化が培われてきました。大量消費社会の

中で、家の中での文化は失われつつありますが、日常生活の中での一輪の花が

呼び起こす束の間の非日常は、生活に潤いを与え、心の豊かさを生み出します。 

人の心と直接対峙する芸術は、文化によってもたらされる果実の最も象徴的

なものです。 

 

イ 人材育成 

文化には、人材育成という側面も見逃せません。文化を通じて、新しい価値

を創造し、異なる価値観と衝突する中では、自ら判断し、解決策を模索し、決
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定していく必要が生じます。文化を感受する心は、思いやりや共感力を育てる

とともに、精神の自律を促すものでもあります。 

文化創造の場では、例えばお年寄りや子ども、障がいのある人など社会的弱

者と言われる立場の人も、活躍し、他者からの認証と称賛を受ける機会があり、

自己実現を叶えることができます。 

また、合奏や演劇といった集団での活動においては、芸術創造を通じたコミ

ュニケーション能力の発揮が不可欠であり、これらの活動に参加することで、

社会的な態度を身につけることが可能です。 

とりわけ子どもたちにとって、知識の面での教育ではカバーしきれない心の

教育の側面では、文化が果たす役割は極めて大きいと考えられます。音楽や美

術などに直接触れる機会をつくる、小田原の伝統的な文化を体験する機会を提

供するといったことが必要です。 

さらには、芸術を生み出す芸術家、ものづくりの担い手を育成することも文

化振興においては重要な要素です。次世代の担い手育成は、文化振興における

位置づけを明確にし、創造性あふれる人材を育成することで、まちの発展の基

礎的な担い手を確保するという戦略を持って臨まなければなりません。人材育

成には時間がかかることを考慮すると、早急に着手することが、未来に向けて

現在の世代が果たすべき責任であると考えられます。 

 

ウ コミュニティづくり 

文化は、一つの芸術活動を共有すること、それは共同で作品づくりに参加す

ることだけではなく、作品をつくる人と鑑賞する人という関係も含めて、共感

や人と人との絆を生み出します。特にそれが地域の文化として認識されれば、

その成員にとってのアイデンティティとなるものです。 

現代社会はかつての地縁社会とは異なり、地域における様々な紐帯が失われ

ています。そのためコミュニティを育むことが困難な状況にあります。しかし

ながら文化を中心とすることで、多様な世代、多様な背景を持つ人々が、共感

と絆で結ばれることが可能となります。自立した市民同士が、文化という人々

に共通の背景をもとにすることで、新しいつながりを生むことができます。こ

ういった感覚は、現代におけるコミュニティの形成の基礎となり得るものです。 
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（２）まちへのはたらきかけ～創造都市としてのブランド力の向上 

 

ア 経済活動 

文化活動は、同時に経済活動でもあるという側面があります。コンサートや

演劇公演、展覧会などを開催するにあたっては、作品づくりから練習、発表に

至るまで、経済活動と切り離せません。また、これらの企画を実現するために

は、資金調達の過程で多くの協力・参加を得なければなりません。パトロン的

な意味合いから、当日会場でチケットを買うということまで、様々な経済活動

によって成り立っています。 

一方、地域経済におけるものづくりやサービス産業において、他との差別化

は企業にとって生き残りのための必須の手段となっていますが、他の差別化に

おいて重要となるデザインやアイデア、ブランドイメージという側面では、文

化の力が極めて重要になります。文化抜きで経済活動を行うことは困難になっ

てきていると考えられます。 

これらのことから、とりわけ地域において、経済の循環を生み出すためには、

文化活動を重視し、文化活動による経済需要を喚起するとともに、文化による

差別化を通じて地域経済の差別化を図ることが重要であると考えられます。 

文化と経済の相互作用からもたらされる果実は、地域にとって今後特に重視

する必要があります。 

 

イ まちづくり 

国内外で、文化を一つのキーワードにしたまちづくりで成功している例が見

られます。ある一定のエリアを文化的に特徴あるゾーンと位置づけ、施設や民

間企業を集積する、街並みや景観を整備する、などの手法によって、文化の香

るまちとすることも行われています。このように、文化はまちづくりにとって

も重要な要素となるものであり、文化とまちづくりを結びつけることで、新し

い展開を興すことが可能です。 

また、まちづくりはハードの整備だけには留まりません。音楽や美術、文学

など、ある特定の文化を重点的に振興したり、郷土の偉人を顕彰したりするこ

とで、まちのイメージが鮮明になったという例もあります。 

こうした特長は、観光客はもちろん、そのまちで活動をしたいという創造性

や進取の気風に富んだ多彩な人材をも呼び込み、まちの活力を生み出します。 
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ウ 都市ブランド 

文化の振興によって、都市内部の成員に対しての効果のみならず、対外的な

効果も期待できます。文化による外的な効果として目指すのは、都市としての

イメージづくりであり、そのイメージが憧憬の対象となるような都市は、都市

自体が一つのブランドであるということができます。 

都市ブランドは、地域固有の文化から形成されるものです。既にある地域文

化の資源を、いわば編集し、それを発信することで、都市のブランドを構築し

ます。さらにその文化資源を洗練させ、強化することで、ブランドによる付加

価値を醸成します。この付加価値によって、都市の文化資源はさらに輝きを増

し、創造性あふれる活力ある都市、いわば創造都市としてさらにブランド力が

高まります。こうした対外的な高い評価は、ブランドの根幹にある地域文化を

守り、育てる意識を生み、グローバル社会に立ち向かう大きな自信につながり

ます。 

結果として、都市ブランドの構築に成功すれば、都市の成員のアイデンティ

ティの確立にも大きく貢献し、自治の基盤が強化されることになるとともに、

経済活動にもプラスの効果が期待でき、持続可能な都市経営につなげることが

可能となります。 

 

（３）忘れてはならないこと 

このように文化振興は、生きていく上での基礎であるだけではなく、様々な

果実をもたらすとともに、すべての社会の成員に還元し、文化と社会相互の関

係性を再構築するダイナミックな意義を持っています。 

しかし、本来、文化や芸術は、直接的な役に立たない可能性もあるものなの

です。文化振興の意義や文化の効用にばかり目を向けていると、役に立つもの

ばかりが重宝され、最終的には文化芸術活動を萎縮させてしまう危険性があり

ます。萎縮した文化芸術活動の中からは、本当に美味しい果実を受け取ること

はできません。 

また、忘れてはならない次のような視点があります。 

 

ア すべての人が享受 

文化は、すべての人がその果実を享受できなければなりません。文化振興は、

文化の果実を受けられていないのではないかと考えられる人に対しても、積極
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的に機会を提供する必要があります。すべての人が、自己表現をし、自己実現

の機会を得ることは、幸福な生活を送る上で欠くことのできない条件であり、

特にこの部分については、行政が積極的にその役割を担い、文化振興を進める

必要があります。 

高齢者や障がい者、様々な施設に入所している人など、通常の文化施設に足

を運ぶのが難しい人たちに対して、また、地理的な理由から文化施設まで距離

があってなかなか参加できない人に対して、経済的な理由から有料の催しに参

加できない人たちに対して、さらには、日本語が理解できないために、日本人

のコミュニティに参加できない外国人に対して、文化に触れる機会を提供する

ことは公共性の高い事業となります。 

文化振興によって、すべての人に文化のもたらす果実を還元していくことが

必要です。 

 

イ 社会・経済と文化・芸術の循環的な相互作用 

文化は様々な場面でその果実を応用されますが、その応用のされ方によって

は、質的な劣化の恐れがあります。しかしながら近年は、文化の社会的な活用

においては、必ずしも文化の劣化を招くのではなく、むしろ、社会との接点の

中で、つくり手や作品そのものが影響を受け、より現代性を帯びたものとなる

ことを指向する傾向があります。 

文化と社会が相互に好影響を与えあって、相互に磨かれるという循環関係を

生みだすことで、まちの文化が一層深化し、より地域に密接に結びついた文化

が生まれるものと考えられます。このような相互作用を生み出すことは、文化

と社会の関係の再構築につながります。 
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３．文化振興ビジョンが目指す小田原のすがた～文化の力で未来を拓く 

太古から、人は幸福になることを求めてきました。誰もが住みたいまちとは、

「幸福感を持って暮らし続けることができるまち」と言い換えることができるで

しょう。幸福のありようは、もちろん人それぞれに主観的なものであり、一概に

定義はできません。例えば内閣府幸福度研究会では、日本の幸福度について、雇

用・所得、教育や住宅などの「経済社会状況」、「心身の健康」、人々のつながりな

どの「関係性」という三つの要素からその指標化を検討することとしていますが、

心が満たされなければ、幸福であるとは言えません。 

小田原のまちの未来を、小田原の文化を背景として、心の満足感を得られるま

ちにすることが、文化振興ビジョンの大きな目的です。そのために、まちの内と

外の両面から、まちの未来のすがたを考えます。これらは、相互に作用しあうも

ので、内が満たされることで外からの評価も高まり、外からの評価が高まること

で内の満足度も高まっていくものです。 

 

（１）互いを認め合う「絆」社会 

東日本大震災を契機に、人と人との「絆」の重要性が再認識されています。

そして、こうした「絆」から、誰一人として切り離されることのない「社会的

包摂」という概念も重要視されてきています。強い絆があることで、自分の「根」

があると確信することができます。 

人は多様な価値観を持つものですが、絆を結ぶためには、異なる価値観を排

除せず、多様さを認め合う寛容性が求められます。 

文化振興ビジョンでは、互いを認め合いつつ、絆を結ぶことを目指します。 

 

（２）「小田原」というブランドになる 

「２．文化振興の意義」において、都市ブランドについて触れました。ブラ

ンド力の向上は、経済力の向上につながります。都市ブランドは、他にはない

個性であり、地域性です。つまり私たちのアイデンティティ、文化そのもので

す。小田原の文化資本が構築され、蓄積され、充実した存在となることによっ

て、小田原という都市の未来が拓かれると考えます。 

文化振興ビジョンでは、小田原という都市が、その生活スタイルも含めてブ

ランドとして、広く認知されていくことを目指します。 
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文化が結ぶ絆、文化が創る未来 

～暮らしの中に幸せが見つかる小田原 
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第２章 小田原の文化を取りまく環境 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

この章では、文化振興が「人づくり」「まちづくり」にどのように働きかけてい

けるのかを考えていくために、現在の小田原のすがた（小田原の特長や課題）を整

理・認識し、「第３章 文化振興の基本計画と取り組み」への具体的な活動へとつ

なげていきます。 

 

１．小田原の宝は何か 

  【温暖な気候と山、里、海、川など暮らしを支える豊かな自然環境】 

【首都圏等へのアクセスに優れた交通利便性】 

  【国際的な観光地である富士箱根伊豆国立公園を控えた玄関口】 

【史跡小田原城跡をはじめとした魅力的な歴史・文化資産】 

  【地域固有の魅力ある伝統的な地場産業】 

  【人々の暮らしに根ざした伝統文化やなりわい文化】 

  【市民レベルでの芸術文化活動の広がり】 
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２．まちづくりと文化振興の課題 

  ○ 少子高齢化の著しい進展により、文化や地場産業など様々な分野における

担い手や後継者が減少してきており、その確保が必要です。 

○ 市民の芸術文化活動の中心となるべき市民会館の老朽化が著しく、その拠

点施設の整備が急務です。 

○ 地域コミュニティの衰退による人と人とのつながりが希薄化してきており、

今の時代に合った地域コミュニティの再構築が必要です。 

○ 郷土愛を育む意識が不足してきており、地域を知る学習機会の拡大が必要

です。 

○ 小田原に関する情報発信能力が不足しているとともに、その共有化が図ら

れていないことから、情報ネットワークの整備が必要です。 

○ 東日本大震災以降の更なる経済状況の悪化の中、地域経済の活性化を図っ

ていくためには、小田原のまちの魅力を高めていくことが必要です。 

○ 現在、市民レベルでの様々な文化活動が行われていますが、これらの市民

の力を支える体制が整備されていないため、その整備が必要です。 
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第３章 文化振興の基本目標と取り組み 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．基本目標 

文化振興ビジョンが目指す小田原のすがたを実現するために、３つの基本目標

を掲げます。 

 

（１）暮らしの中に文化を感じるまち 

文化は生き生きと暮らすために必要なものです。音楽や演劇、書画など、豊

かな文化芸術に親しむことを、特別なこととして日常から切り離さず、生活の

一部として楽しむ人が増えることで、小田原の文化はさらに育っていきます。 

また、小田原には歴史や風土に育まれた生活文化があり、それが人々の中に

色濃く残っています。生活に根付いた心の豊かさやゆとりは文化資産と言える

ものであり、小田原の特長です。季節ごとの行事を大切にするなど、衣・食・

住という暮らしの中にある文化、いわば人のなりわいの中に生まれた文化を、

小田原ならではの切り口で再定義し、その価値を再認識して根付かせていきま

す。文化は生産し、消費する経済活動や、さまざまな社会との関わりという日

常の暮らしぶりのすべてに関わりますが、こうした暮らしが充実することで、

幸福感は高まります。小田原での生活スタイルそのものが、ひとつの文化とし

て継承されていくまちを目指します。 

 

（２）伝統と革新の文化が息づくまち 

古くから城下町、宿場町として栄えた小田原では、人が行き交う中で、情報

や流行がもたらされ、それらを取り入れながら文化を生み出し、発展させてき

ました。長い年月、人々から支持され残ってきたものが伝統となって、産業の

中にも、芸能の中にも、生活の中にも息づいています。 

伝統というと、守り、継承していくことに主眼が置かれがちですが、それら

はもともと、進取の気風や創造性があってこそ生まれたものです。小田原の文

化の創造、発展は、ただ新しいものを求め、古いものを墨守するだけでは生ま

れません。小田原固有の風土や歴史資産と、ソフト・ハードの両面のさまざま

な新たな創造行為が、互いに共鳴し調和して生かしあうことが必要です。小田

原独自の歴史、風土の中で生まれてきた古いものを前提に、新しいものを創造
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してゆく、この繰り返しが、個性ある文化を育てます。このまちの歴史性を、

時の流れの中で古びさせるのではなく、革新を積み重ねていくことで、次代に

引き継ぐことができるまちを目指します。 

 

（３）多様な文化が調和するまち 

小田原の豊かな地域資産は、ともすると一点に焦点を当てることを難しくし、

まちのイメージを曖昧にしています。地勢も海、山、川の豊かさがあり、歴史

でも、北条氏の治世、江戸時代、近現代と異なる顔を見せ、産業においても、

農林水産業、工業、商業のそれぞれに発達してきました。まちが多様であるよ

うに、小田原の人々、小田原の文化活動も多様であり、地域や職業、経緯など

異なる背景の中で考え、行動しています。 

これらの小田原の多様性は、例えてみれば寄木細工のようなものです。それ

ぞれの良さをデザインにより引き立てることで、美しさが増していきます。多

様さは、柔軟性を生み出し、社会の変化に対してしなやかな強さを発揮します。

多様であることを一つの個性として、文化の力で調和するまちを目指します。 
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２．施策の方向性と取り組み 

先に掲げた３つの基本目標に向けて、次に掲げる方向性

をもって施策に取り組みます。これらの取り組みは、どこ

から始めても、それぞれに波及するものですが、戦略的に

展開することで相乗効果が生まれます。 

 

（１） 心豊かな暮らしを創出する 

第１章では、文化振興の意義の一つとして、文化芸術

には感動との出会い、生きる喜びがあることをあげまし

た。文化が身近に感じられる環境を整えることで、心豊

かな暮らしを創出していきます。 

 

ア 多彩な文化事業を行う 

文化事業は、一つひとつは小さなものでも、多彩なも

のであることが大切です。質の高い芸術鑑賞事業はもち

ろん、伝統文化を伝える事業や、生活の質を高めていく

ための事業、若者が主体的に参加できる事業など、さま

ざまな事業が、いつも小田原の中で行われ、多くの人が

それに参加しているようにします。 

事業を行うのは、行政だけではありません。市民が主

役となり、多くの人が関わりながら創り上げていく過程

そのものが、心の豊かさを育てます。また、これらの事

業に子どもが楽しみながら参加したり、お年寄りや障が

いのある人も主役になる場所をつくったりすることで、

互いに学びあうことができます。身近な地域での文化活

動で、誰でも参加できる文化コミュニティを形成するこ

とが重要であると同時に、視野を国内外に広げ、最先端

の技術や思想を取り込むことも必要です。 

 

想定する事業例 

・ 市民による文化芸術フェスティバル 

・ 高齢者施設、障がい者施設等での文化活動 

音楽連盟による被災地 

チャリティコンサート 

薔薇の名所、小田原フラ

ワーガーデン 

国内外からアーティストを

迎え制作現場を公開 

高校生のダンスイベント（ミ

ュージックストリートにて） 
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・ アーティスト イン レジデンス  など 

 

イ 文化活動の環境を整える 

多彩な文化事業を行うためには、その環境を整えてい

く必要があります。現在、進められている市民ホールの

整備はもちろん、学びの場や活動の場を整備していくこ

とは、行政の責務です。既存施設も点検し、市全域での

機能分担を考えリニューアルしていく必要があります。

また、地域の人々によって、地域の実情に応じて自由に

柔軟に運営されるカフェ的な存在は、文化活動の拠点と

なります。そのような小規模な文化拠点づくりを支援し、

小さな文化コミュニティの形成を推し進めます。 

また、図書館や博物館に相当する施設などは、文化が

蓄積され、利活用されていくために欠くことができない

存在であり、知の拠点として常に情報や設備を更新しつ

つ、高い水準を保つ必要があります。 

 

想定する事業例 

・ 市民ホールの整備 

・ 地域の文化拠点づくりの支援 

・ 図書館等の知の拠点施設の整備  など 

 

（２） 志ある人を育てる 

まちをつくる主役は、志しをもった市民です。個の喜

びをまちの喜びに広げていくためには、まちを愛し、公

共の幸せを願い、責任と自覚をもってまちづくりを担う

市民を育てていくことが急務です。 

 

ア 小田原を知る 

郷土愛を育むための第一歩は、自分のまちを知ること

です。小田原には、深く知れば知るほど、誇りと感じら

れるさまざまな宝があります。誇りは驕りとは違い、自

昭和 34 年に寄付で建設

された市立図書館 

市民ホール建設計画を検

討する市民委員 

市民演奏家による昼のミ

ニ・コンサート 

小田原文学館（旧田中

光顕伯爵別邸） 
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己肯定感を高め精神の自立を助けます。郷土の先人たち

の事績を学ぶことは、先人たちの生き方から、これから

の自分の生き方を考えることにつながります。 

より深く郷土を知り、学ぶためには、机上の学問に留

めず、まちなかや自然の中へ出て体験していくことが大

切です。特に子どもたちは、伝統産業や農林水産業など

のものづくりを学ぶことで、創造性や共感力を高めると

ともに、将来の職業選択の幅を広げることができます。 

 

想定する事業例 

・ 小田原の歴史を学ぶ講座 

・ 二宮尊徳の教えを実践する事業 

・ 子どもたちの伝統産業体験  など 

 

イ 文化の担い手を育てる 

小田原の文化が、現在から未来にわたり隆盛していく

ためには、次世代の担い手を育てることが必須です。担

い手とは、まず文化を享受する人、鑑賞者であったり観

客であったり、消費者であったりするすべての人びとが

そうであると考えます。受け手があってこそ、文化は社

会とつながっていくのです。そして創り手であるアーテ

ィストはもちろん、その活動をサポートし、受け手との

間を橋渡しする文化事業の企画や運営に携わる人がい

ます。このようなコーディネーター的役割を担う人の実

力により、文化振興の成果は大いに左右されます。誰も

が文化の担い手なのです。 

特に、小田原の将来を担う子どもたちは、文化芸術活

動に触れることで、創造性はもちろん、コミュニケーシ

ョン能力が育まれ、多様な価値観を受け入れる心が養わ

れていくことから、教育現場も含め意識的な取り組みを

していきます。こうした育成のためには、専門的な知識

を有した人材が必要です。 

レセプショニストとして活躍

する文化サポーター 

学校にオーケストラが！ 

小学校のアウトリーチ 

 

尊徳生家にて小学生の 

二宮尊徳学習 

アートを楽しむ。子ども 

のワークショップ 

 



16 

また、担い手同士がつながりあい、情報を共有化し、

協働で取り組んでいくことで、文化事業がより効果を発揮

すると考えられることから、行政もその仲立ちをしていく

必要があります。 

想定する事業例 

・ アートマネジメント講座 

・ 学校への文化芸術のアウトリーチ 

・ 文化のネットワークづくり  など 

 

（３） まちの魅力を磨く 

社会情勢の変化の中で、都市間競争は厳しさを増して

います。豊かな地域資産の上にあぐらをかいているうち

に、その魅力は色あせていきます。地域資産を輝く宝と

するためには、その特性に磨きをかけて、伸ばしていく

とともに、まちの魅力を「編集する」という発想が必要

です。 

 

ア 地域資産を生かす 

文化財や伝来の地域資産を活用して、小田原ならでは

の事業を展開していきます。地域資産は歴史的事物や文

学、ゆかりの人物、食や工芸など、広範にわたります。

最近では、近現代の別邸等の建築物である松永記念館、

文学館、清閑亭を中心とした小田原の邸園文化を生かし

た活動が、市民が主体になって展開されています。 

また、自然や歴史的な景観は、まちの大きな魅力です。

小田原市では、住む人にとっても訪れる人にとっても、

美しく快適で魅力的なまちに育てるため景観条例を制

定していますが、「小田原の顔」でもある小田原駅周辺

や小田原城址公園を中心に、更なる整備を進める必要が

あります。そして、豊かな自然環境を守るために、森づ

くりや里山の保全を市民総ぐるみで進めていきます。 

 

電力王松永安左ヱ門が

遺した松永記念館 

 

史跡小田原城で開かれた

茶会 

 

間伐材に思い思いの絵を

描いてみる 

 

日本舞踊を学ぶ子どもた

ち（市民文化祭にて） 
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想定する事業例 

・ 小田原の恵みを生かした食文化の推進 

・ 小田原城跡の整備 

・ 間伐材によるアート   など 

 

イ まちの記憶を伝える 

新総合計画策定に係る市民アンケートでは、多くの人

が小田原の良いイメージとして「小田原城を中心とした

歴史都市」をあげていました。歴史は、まちのアイデン

ティティの重要な要素であり、観光資源としても重要で

す。同時に、歴史都市の良さは、市民が歴史から肌で学

ぶ機会に恵まれているところにもあります。先人たちが

残した歴史を伝えていくことは、次の世代への私たちの

責務です。 

また、歴史とは為政者だけが作り出したものではあり

ません。この地で生きてきた人々が、何を考え、どう行

動してきたかというところから、私たちは多くを学ぶこ

とができます。歴史はどんどん積み重ねられていくもの

であり、わけても、事件にならないような日常は、時の

流れの中で姿を変え、忘れ去られていきます。こうした

まちの記憶を、残し、伝えていくことも必要です。 

 

想定する事業例 

・ 文化財の保護及び郷土資料の収集と管理、活用 

・ オーラルヒストリーの編さん 

・ アーカイブづくり   など 

 

（４） 小田原を発信する 

小田原という都市ブランドが広く知られていくため

には、市民に向けても、市外に向けても、発信をするこ

とが大切です。発信は、市民一人ひとりが広報パーソン

北村透谷文学碑の移設

除幕式 

 

小田原城址公園の象 

ウメ子のお別れ式 

 

食によるまちおこし「おでん

サミット」 

 

情報発信ワークショップで

イベントを取材 

 



18 

であると同時に、行政など役割のはっきりした機関が主

体となって、戦略的に行うことで効果が高まります。 

 

ア 小田原の文化をプロデュースする 

文化を発信し、誰かの手に届けようとするとき、そこ

には作り手側の論理だけでなく、受け手の立場にたった

見方が必要です。ばらばらに見えているものを統括した

り、新しい価値を付加したりすることで、文化は洗練さ

れ、魅力が引き出されます。 

例えば、小田原の地に根付いた産業において、独自の

技術やデザインを持った事業を支援し、独自のクリエイ

ティビティを対外的に発信することで、伝統産業は創造

産業として確立され、ものづくりの職人を応援していく

ことにつながります。 

また、ここで重要なのはプロフェッショナルな人材で

す。プロは、その価値に見合う正当な対価を得られる場

所に集まるものです。内需だけでなく、外需をも拡大で

きるのがプロの力であり、プロを活用するためには、市

民が応援し、育てていく姿勢が必要です。 

 

想定する事業例 

・ 伝統産業の新たなデザイン開発 

・ メディアを利用した都市セールス 

・ プロの交流の場づくり   など 

 

イ 交流を拡げる 

活発な交流は人、物、お金を活性化させ、経済活動を

促進します。また、互いに刺激を受け、視野を広げ、自

らを捉え直す契機となります。中からでは気がつかなか

った特長を見出してくれることもあります。 

観光は、まちを訪れるきっかけになりますが、好印象

を残さなければ、真の交流に結びつきません。旅の地で

青少年の海外交流事業

での文化体験 

 

寄木や鋳物、小田原ちょ

うちんなどの伝統工芸品 

 

商業施設で書道家のパフ

ォーマンス（市民文化祭） 

 

春爛漫の小田原城址公

園（学橋を望む） 
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ありながら、ふるさとのように癒され、何度も訪れたい

と願い、肩入れをしたくなるようなまちであるかどうか

は、小田原のホスピタリティにかかっています。そのた

めには、小田原に精通した水先案内人がいて、小田原の

文化を体感できるような観光を創出していく必要があ

ります。 

また、グローバル社会においては、市民の国際感覚を

醸成していく必要があります。異文化交流は、アイデン

ティティを確立する上でも重要です。 

さらには、小田原に人を呼び込むためには、待ってい

るだけではなく、自らが市の外へ出向き、販路や新たな

人脈を開拓することも考えなければなりません。 

 

想定する事業例 

・ まちあるきとなりわい文化を体験するツアー 

・ 国際交流事業 

・ 市外での公演やプロモーション  など 

 

 

これらの事業に取り組む際には、小田原が新しいステー

ジに進むというメッセージを出すためにも、中期的な目標

を立て、優先的に取り組むものと、じっくり時間をかけて

練り上げていくものを、それぞれに抜き出して考える必要

があります。 

こうした文化振興のための戦略を立て、実現していくた

めには、責任と権限を持つ推進のための組織が求められま

す。 

文化観光の拠点清閑亭

（旧黒田長成侯爵別邸） 

 

県内最大級となった野外

音楽イベント 

 

世界の一員として… 

地球市民フェスタにて。 

 

市民ホール基本計画策

定専門委員会の様子 
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文化振興ビジョンの概念図 
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第４章 推進体制 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．推進体制について 

 文化振興ビジョンでいう文化振興施策、事業等を俯瞰し、実施される文化事業

全体のバランスや文化団体間の連携支援などを、市民と行政の協働で行う組織を

設置し、検討する必要があります。当該組織体そのものの構成・機能・権限等を

検討する段階から市民・専門家の参入を求め、人選は、情熱と行動力のある人、

体を張って行動できる人など人物優先で、また、本委員会のメンバー及び文化団

体が参加する事が望ましいと考えます。 

行政に関しては、縦割りではなく横の連携をしっかりとれる体制を構築するた

め、関係課等にビジョン推進担当を配置し、その協働体制の確立・整備を行うか、

または全く新しいビジョン推進組織の設置し、核となるべき文化政策の布陣整

備・機能強化、これに情報を集積させる仕組みなどを検討させる必要があります。

さらに、各種アート、伝統工芸、歴史・文化資産等、ビジョン推進に要する適切

な技術・専門知識を有する職員が人事異動などに左右されず、継続的に関わるこ

とが大切です。 

 文化振興ビジョンは、具体的な実施項目の役割を整理して、市民団体、行政そ

れぞれが推進していくことが基本です。文化振興においては、社会経済情勢の変

化や、小田原市民の活動そのものによって、状況が変化し、課題も変わってくる

と考えられることから、市民や関係者が継続して意見交換、交流する機会（小田

原評定にならい、「小田原文化評定」を設け、市民及び関係者が定期的に意見交

換や情報交換、交流を図る会合を設置。メンバーは、随時変更可能な組織で良い。）

を設けるのも一つの方法です。    
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２．効果測定について 

 効果測定は文化面ではなかなか確立した手法がありません。避けなければなら

ないのは、集客数や経済効果のみで判断してしまうことです。そこで、指標をで

きるだけ多くとり、参加者や関係者へのアンケートなどによる記述による状態の

把握も含めて、多角的かつ長期的な効果測定を行うことが必要であると考えます。

また、小さな声や声なき声を拾えるようなシステムも必要です。 

 基本的には評価組織を設置し、文化振興ビジョンに基づく施策および事業等の、

いわゆる外部評価を行い、振興ビジョンが的確に実施しているか、市民の満足度

の観点から短期、中期で評価し、市に報告する程度に留めたほうがよいでしょう。

委員には、利害関係者を含めず市民、学識、芸術家など少数で組織し、施策や事

業等の実施団体による自己評価シートを中心に評価することが望ましいと考え

ます。 

 評価項目の設定などは、ビジョンの目的等に沿った項目で検討する必要があり、

先進事例を参考に小田原スタイルを検討する必要があります。 

 

（評価項目の例） 

※ 各文化事業それぞれの企画・実行・結果の段階ごとに、①芸術性としての質の

高さの維持  ②継続性と次世代への波及の可能性 ③市民の意識付けと浸透

効果 ④既存施設の有効活用 ⑤学芸員や専門家による学習機会の提供 ⑥他

都市との連携・・・などの項目をチェックし、あわせて推進していくことで効果

測定を計る手法も検討。 

 

※ 主たる指標は、ビジョンの記載に沿った具体的事業の数。個々の事業について

は、ハード事業の場合は利用者数・施設稼働率・実施事業数、ソフト事業につい

ては参加者数と満足度、当該事業を前提とした市民活動（催事の実施・サークル

の設立等）の拡大状況、プロの育成への貢献度の把握等。 


